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４ 遺留分 

(１)遺留分に関するＱ＆Ａ 

Ｑ 遺留分って何ですか？ 

Ａ 

遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保され

ていて被相続人による自由な処分(遺贈･贈与等)に対して制限が加えられている持

分的利益をいいます(遺留分割合については次のＱ＆Ａ参照)。 

旧民法では、遺留分に関する権利が行使されると、当然に物権的効果が生じ、遺

贈又は贈与の一部が無効となるものにされていたため、遺贈等の目的財産は遺留

分権利者と遺贈等を受けた者との間で共有になることが多くありました。 

しかし、このような帰結は、共有関係の解消をめぐって新たな紛争を生じさせる

ことになると指摘されていました(遺産に不動産があり、遺留分に関する調停、訴

訟で共有関係の結論に至った場合、共有状態を解消させるために、さらに共有物分

割調停、訴訟の手続きが必要となり、紛争が長期化するおそれがあります)。 

そこで新民法では、遺留分に関する権利を行使することにより、金銭債権が発生

することとなりました(民法1046条第１項)。 

これにより、遺留分を実現する方法として、遺留分権利者は遺留分を侵害する遺

贈、贈与等を受けたものに対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める

ことができます。 

なお、遺留分を侵害する内容を含む遺言をした場合であっても、遺言の内容が当

然に無効になるのではなく、単に遺留分権利者から遺留分侵害額に相当する金銭

の支払いを請求され得るにとどまるとされています。 

 

Ｑ 
遺留分権利者(遺留分を受取る権利があるもの)には、どの程度の権利が認められ

ているのでしょうか？ 

Ａ 

例えば、配偶者と子１人が相続人となる場合の遺留分は､配偶者が４分の１､子

が４分の１になります｡配偶者と父母が相続人の場合は､配偶者が３分の１､父母が

６分の１になります。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が２分の１、兄弟

姉妹には遺留分はありません(兄弟姉妹には遺留分として財産を受取る権利はあり

ませんので、遺言をすることによって遺産を兄弟姉妹に与えないこともできます)｡ 

遺留分割合は、法定相続分とは異なりますので注意が必要です。 

●法定相続分と遺留分割合の一覧表(法定相続財産に対する割合) 

法定相続人 法定相続分 遺留分割合 

配偶者と子 配偶者 1/2、子 1/2 配偶者 1/4、子 1/4 

配偶者と直系尊属 配偶者 2/3、直系尊属 1/3 配偶者 1/3、直系尊属 1/6 

配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4、兄弟 1/4 配偶者 1/2 

子のみ 全て 子 1/2 

配偶者のみ 全て 配偶者 1/2 

直系尊属のみ 全て 直系尊属 1/3 

兄弟姉妹のみ 全て 遺留分はありません 

※相続人の対象が複数の場合には、遺留分を当該人数で等分することになります。 
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９ 遺言に関するよくあるＱ＆Ａ 

ここでは、遺言の相談に来られる方からの質問のうち、よくある事項について、Ｑ＆Ａ

形式で掲載しています。 

Ｑ 遺言書を作成する際、家族との話合いはした方が良いでしょうか？ 

Ａ 

本当にケースバイケースです。例えば、個人事業をされている方が、長男に跡を

継がせたい場合などは、事業のための財産は長男に譲る方が良いでしょう。そうい

う場合、他の息子や娘には話をしていた方が良いと思います。 

  

Ｑ 一度、遺言を作りましたが、変更はできますか？ 

Ａ 
できます。公正証書遺言にされた場合は、変更するためには、原則として新たな

公正証書を作成する必要があり、その場合には費用が掛かります。 

  

Ｑ 遺言執行者って何ですか？ 

Ａ 遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。 

  

Ｑ 遺言で、遺言執行者を置かなかったらどうなるのですか？ 

Ａ 
遺言で、遺言執行者を指定していないときは、相続人などが、家庭裁判所に、遺

言執行者の選任の申立てができます。 

  

Ｑ エンディングノートって何ですか？ 

Ａ 

一般的には、遺言の要式を備えない故人の気持ち等を伝える手紙などをいいます。

エンディングノートと遺言について整理してみます。 

１．エンディングノート 

①法的効果はゼロ 

②気軽に書きはじめることができる 

③気軽に訂正ができる 

④気軽にやめることができる 

⑤費用がかからない 

⑥ノートの存在が誰にも気付かれないかも知れない 

⑦書いたとおりになるかどうかわからない 

⑧誰にも知られず秘密にしておくことができる 

⑨思い出や収納場所などの細々したことまで書くことができる 

２．遺言(民法で規定されるものをさします) 

①法的効果が認められる 

②気軽に書けない(様式が厳格) 

③気軽に訂正できない(訂正の方法が法定) 

④気軽にやめることができない(新たな遺言などでは可能) 

⑤費用がかかる(公正証書遺言の場合) 

⑥遺言執行者を決めれば遺言内容を実現してもらえる 

エンディングノートは法律効果が生じないので、やはり遺言の方が重要です｡です

が､両方あればそれぞれのない部分をカバーできます。 
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11 平成30年民法(相続法)改正の概要 
①民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の成立 

平成30年７月６日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72

号)が成立しました(同年７月13日公布)。 

民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてき

ませんでしたが、その間にも、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の

年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。 

今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、遺さ

れた配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等

が盛り込まれています。このほかにも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止す

る等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目が盛り込ま

れています。 

②法務局における遺言書の保管等に関する法律の成立 

また、同日、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)も成立

しました(同年７月13日公布)｡ 

法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下｢遺言書保管法｣といいます｡)は、高

齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するという観点から、

法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。 

遺言書保管法の施行期日は、2020年７月10日となります。施行前には、法務局に対して

遺言書の保管を申請することはできませんので、ご注意ください。 

改正法の概要については、併せて以下の資料もご参照ください。 

項目 改正の内容 施行期日等 

1.配偶者の居

住権を保護

するための

方策 

 

①配偶者居住権の新設 

配偶者の居住建物を対象として、終身又は一定期間、配

偶者にその使用を認める法定の権利を創設し、遺産分割等

における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取

得させることができるようにする(新民法1028条～1036条

関係)。 

2020年４月１日 

②配偶者短期居住権の新設 

配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に居住して

いた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償でその

居住建物を使用できるようにする(新民法1037条～1041条

関係)。 

2.遺産分割等

に関する見

直し 

①配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規

定) 

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又

は贈与がされたときは、持戻しの免除の意思表示があった

ものと推定し、被相続人の意思を尊重した遺産分割ができ

るようにする(新民法903条④関係)。 

2019年７月１日 



(巻末付録) 書き込み式 便利な チェックシート 
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相続人の判定表(家系図) 
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兄
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甥
姪 

甥
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甥
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③第３順位 

③第３順位 

(兄弟がいない場合のみ) 

☆常に相続人 

②第２順位 

②第２順位 

(父母がいない場合のみ) 

①第１順位 

①第１順位 

(子がいない場合のみ) 




